
町からのお知らせ

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る

補
償
金
制
度
に
つ
い
て

■
補
償
金
請
求
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

　
令
和
元
年
に
「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族

に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」）」
が
成
立
し
公
布
・
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者

家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
令
和
６

年
に
成
立
し
、
公
布
・
施
行
さ
れ
、
補
償
金

の
請
求
期
限
が
令
和
11
年
11
月
21
日
ま
で
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

　
法
の
前
文
で
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
隔
離
政

策
の
下
、
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
等
が
偏

見
と
差
別
の
中
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と

の
間
で
望
ん
で
い
た
家
族
関
係
を
形
成
す
る

こ
と
が
困
難
に
な
る
等
長
年
に
わ
た
り
多
大

の
苦
痛
と
苦
難
を
強
い
ら
れ
て
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
問
題
の
重
大
性
が
認
識
さ

れ
ず
、
こ
れ
に
対
す
る
取
組
が
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
、
そ
の
悲
惨
な
事
実
を
悔
悟
と
反

省
の
念
を
込
め
て
深
刻
に
受
け
止
め
、
深
く

お
わ
び
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
法
に
基
づ
き
、
対
象

と
な
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
ご
家
族
の

方
々
に
補
償
金
を
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
補
償
金
の
支
給
対
象
者
お
よ
び
金
額

・
配
偶
者
、
親
、
子
、
１
親
等
の
姻
族
等
で

あ
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
歴
の
あ
る
方
と
同
居

し
て
い
た
方

　
１
８
０
万
円

・
兄
弟
姉
妹
、
ハ
ン
セ
ン
病
歴
の
あ
る
方
と

同
居
し
て
い
た
方
で
、
祖
父
母
・
孫
、
２
親

等
の
姻
族
等
、
曾
祖
父
母
・
ひ
孫
・
お
じ
・

お
ば
・
お
い
・
め
い
に
あ
た
る
方

　
１
３
０
万
円

●
相
談
窓
口

　
請
求
書
の
提
出
や
請
求
に
関
す
る
ご
相
談

に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
補
償
金
相
談

窓
口
、
ま
た
は
、
熊
本
県
ハ
ン
セ
ン
病
問
題

相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー
「
り
ん
ど
う
」
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
厚
生
労
働
省
補
償
金
相
談
窓
口

　
☎
０
３
‐
３
５
９
５
‐
２
２
６
２

・
受
付
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
４
時
（
月

～
金
曜
日
で
、
祝
日
と
年
末
年
始
を
除
く
）

▼�

県
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
相
談
・
支
援
セ
ン

タ
ー
「
り
ん
ど
う
」

　
☎
０
９
６
‐
３
６
５
‐
７
６
０
６

・
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
月

～
金
曜
日
で
、
祝
日
と
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
町
民
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
２
４
５
９

■
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
と
は

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金

等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
す
。

●
給
付
金
の
対
象
と
な
る
人

　
支
給
対
象
者
は
、
給
付
金
の
種
類
ご
と
に

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人
で
す
。

▼
老
齢
（
補
足
的
老
齢
）
年
金
生
活
者
支
援

　
給
付
金

・
65
歳
以
上
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者

・
同
一
世
帯
の
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税

・
前
年
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
と
そ
の

他
の
所
得
と
の
合
計
額
が
①
ま
た
は
②
に
該

当
す
る
人

①�

昭
和
31
年
４
月
２
日
以
後
生
ま
れ
の
人
は

80
万
９
千
円
以
下
の
人
（
補
足
的
老
齢
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
80
万
９
千
円

を
超
え
90
万
９
千
円
以
下
の
人
に
支
給
）

②�
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人
は

80
万
６
７
０
０
円
以
下
の
人
（
補
足
的
老

齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

80
万
６
７
０
０
円
を
超
え
90
万
６
７
０
０

円
以
下
の
人
に
支
給
）

※
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
等
の
非
課
税
収
入

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▼
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

・
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
年
金
の
受
給
者

・
前
年
の
所
得
（
※
）
が
「
４
７
９
万
４
千

円
＋
扶
養
親
族
の
数
×
38
万
円
」
以
下

※�

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
等
の
非
課
税
収
入

は
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
判
定
に

用
い
る
所
得
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

●
給
付
金
の
請
求
方
法

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受
け
取
る
に

は
、
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
提
出
先

は
、
熊
本
東
年
金
事
務
所
ま
た
は
町
住
民
生

活
課
窓
口
で
す
。

　
請
求
書
の
提
出
か
ら
１
～
２
か
月
後
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
「
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
支
給
決
定
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
お
支
払
い
月
の
上
旬
に
は
振
込
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

請
求
に
つ
い
て
の
不
明
な
点
は
、「
給
付

金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）」
へ

お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
０
９
２

・
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

所
得
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
へ
年
金
を
上
乗
せ

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
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I n f o r m a t i o n

●７月から各種健診を実施します
　健診は、自分の体の状態を確認する大切な機会です。健診を受けることで生活習慣病を早期
発見することができれば、生活習慣の見直しなどを相談し、保健指導を受けることで悪化を防
ぐことにつながります。生活習慣病は自覚症状が出にくく、気付かないうちにゆっくりと確実
に進行している場合があります。症状が出てから対処すると、入院や手術、長期にわたる治療
やリハビリなど莫大なお金がかかってしまうことになります。
　健診で病気を未然に防ぐことは、快適な毎日を送るだけでなく、医療費の節約にもつながり
家計への手助けにもなります。
　町では、7月から町総合保健福祉センターで特定健診、若者健診、後期高齢者健診などの各
種健診を実施します。
　町の健診では、国民健康保険被保険者や後期高齢者医療保険被保険者などの受診費用を町が
一部負担します。個人負担も少なく済む町の健診をぜひご利用ください。

■令和８年度に町で実施する健診

年に１度、町の健診で自分の体の状態をチェックしましょう
令和８年度 特定健診・若者健診・後期高齢者健診

●お問い合わせ先
・町住民生活課　☎096-234-1113
・町健康推進課（町総合保健福祉センター内）
　☎096-235-8711

健診名 実施期間 対象者 個人負担金 健診内容

特定健診および
若者健診

７月１日（水）
～７月６日（月）

本町の国民健康保
険に加入している
20歳～74歳の人

1,000円
（町負担
約8,570円）

体格検査・血液検
査・尿検査・血圧
測定・心電図検査・
医師の診察など

後期高齢者健診 ８月20日（木）
～８月24日（月）

75歳以上の人およ
び一定の障がいが
ある65歳以上の後
期高齢者医療被保
険者

800円
（町負担
約8,550円）

体格検査・血液検
査・尿検査・血圧
測定・心電図検査・
医師の診察など

※�上記の健診と併せて「がん検診」も実施します。「がん検診」は検査の種類で対象年齢と個人負担金が異な
ります。詳細は、町健康推進課（町総合保健福祉センター内）までお尋ねください。

●健診の追加申し込みも可能です
　健診の申し込み受け付け期間は終了していますが、追加申し込みも可能です。受診希望の方
はぜひお早めにお申し込みください。

●健診の詳細については町公式ウェブサイトをご確認ください
　各種健診やがん検診の詳細は、４月に配布しています「令和８年度甲佐町健診のお知らせ」
か町公式ウェブサイト「令和８年度住民健診について」をご覧ください。

●町公式ウェブサイト
　「令和８年度住民健診について」▶

17 広報 こうさ 2026.6



お
知
ら
せ

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方
の

資
格
取
得
を
支
援
し
ま
す

　
こ
れ
か
ら
働
こ
う
と
す
る
ひ
と
り
親
家

庭
等
の
人
の
就
業
を
支
援
す
る
た
め
、
必

要
な
資
格
を
習
得
す
る
た
め
の
講
習
会
を

開
催
し
ま
す
。

▼
対
象
者
（
次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
人
）

・
県
内
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
、
子
ど
も

　
お
よ
び
寡
婦
の
人
（
熊
本
市
在
住
の
人

　
を
除
く
）

・
希
望
す
る
講
習
会
の
全
日
程
に
出
席
可

　
能
で
、
技
能
・
資
格
取
得
に
意
欲
の
あ

　
る
人

・
ひ
と
り
親
家
庭
世
帯
で
あ
る
証
明
書
類

　
を
提
示
し
て
い
た
だ
け
る
人

▼
開
催
講
座

①
介
護
福
祉
士
実
務
者
研
修
（
対
面
・
オ

　
ン
ラ
イ
ン
）

②�

パ
ソ
コ
ン
初
級
実
務
演
習
講
座
（
対

面
）

③
生
成
Ａ
Ｉ
活
用
講
座
（
対
面
）

④�G
oogle

ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
活
用
術
講

座
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

⑤�

エ
ク
セ
ル
３
級
検
定
対
策
講
座
（
オ
ン

ラ
イ
ン
）

⑥�
エ
ク
セ
ル
２
級
検
定
対
策
講
座
（
オ
ン

ラ
イ
ン
）

▼
受
講
場
所

・
介
護
福
祉
士
実
務
者
研
修

　
小
川
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
、
県
ひ
と
り

親
家
庭
福
祉
協
議
会

・
パ
ソ
コ
ン
初
級
実
務
演
習
講
座
お
よ
び

　
生
成
Ａ
Ｉ
活
用
講
座

　
県
ひ
と
り
親
家
庭
福
祉
協
議
会
県
南
拠

点
（
八
代
市
西
片
町
２
１
３
２
‐
１
１
）

　
受
講
す
る
講
座
に
よ
っ
て
受
講
期
間
が

違
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

▼
申
し
込
み
方
法

　
熊
本
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
お
申
し
込
み
は
こ
ち
ら
▼

▼
申
し
込
み
期
限

　
受
講
講
座
に
よ
っ
て
期
限
が
違
い
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援  

　
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
６
‐
３
３
１
‐
６
7
３
６

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
毎

年
６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
特
設
の

人
権
相
談
所
を
開
設
す
る
な
ど
、
一
層
の

人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
先

　
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
（
全
国
共
通

　
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

　
本
年
４
月
に
、
障
が
い
を
有
す
る
方
や

そ
の
ご
家
族
、
支
援
に
携
わ
る
方
の
相
談

支
援
の
拠
点
と
し
て
、「
上
益
城
障
が
い

者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
か
げ
」
が

開
所
し
ま
し
た
。

  「
こ
か
げ
」
と
い
う
愛
称
に
は
、「
困
り

ご
と
や
不
安
を
抱
え
た
方
が
、
誰
も
が
気

軽
に
立
ち
寄
り
、
ほ
っ
と
一
息
つ
け
る
場

所
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

▼�

上
益
城
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
こ
か
げ

・
場
所

　
上
益
城
郡
御
船
町
豊
秋
１
５
５
７

・
開
所
日

　
毎
週
月
～
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
）

くらしの情報
  LOCAL NEWS ＆
  LOCAL INFORMATION

❖ イベント等の開催に関する詳細は
　 各問い合わせ先にご確認ください

お問い合わせ先一覧
❖ 甲佐町役場
　 096-234-1111（代表）

❖ 甲佐町保健福祉センター
　 096-235-8711

❖ 甲佐町教育委員会
　（町生涯学習センター）
　 096-234-2447

❖ 水道管理センター
　 096-234-0755

❖ 町民センター
　 096-234-2459

❖ 老人憩いの家
　（( 社 )甲佐町社会福祉協議会）
　 096-234-0423

❖ 御船町甲佐町衛生施設組合
　（クリーンセンター）
　 096-282-0688

❖ 上益城消防署
　 096-282-1955

❖ 御船警察署
　 096-282-1110

❖ 上益城広域連合
　 096-237-2891

❖ 県上益城地域振興局
　 096-282-2111（代表）

❖ 県御船保健所
　 096-282-0016

❖ 県庁
　 096-383-1111（代表）

毎

年

６

月

１

日

は

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

上
益
城
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
こ
か
げ
が
開
所
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くらしの情報

町税などの滞納処分（４月分）

種　別 件数・金額など

捜 索 ０件

差し押さえ件数 １件

公 売 回 数 0回

公 売 件 数 0件

滞納処分関連収入 293,043円

tax

事件・ 事 故 件 数

種　別 発生件数
４月 年累計

人身事故 ０ １

物損事故 １９ ６１

盗難など ０ ２

４月30日現在

traffic safety

出 動 火 災 件 数

種　別
発生件数

５月 年累計

家 屋 ０ １

原 野 ０ ３

そ の 他 ２ ２

合計件数 ０ ６
５月15日現在

fire prevention

昭和51年ご結婚のご夫婦へ

金婚夫婦表彰のお知らせ
　熊本日日新聞社主催で例年執り行われる金婚夫婦表彰に該当す
るご夫婦を受け付けています。
●該当するご夫婦
　昭和51年１月１日から同年12月31日までの間に結婚し、本年
で満50年を迎えるご夫婦
●受付期限
　６月19日（金）
●申し込み方法
　該当するご夫婦は、町総務課へ直接お申し込みください。電話
でも受け付けます。各行政区での取りまとめは行いませんのでご
注意ください。
●表彰式典などについて 
　９月上旬に熊本日日新聞紙上にご夫婦の氏名が掲載されます。
また、町開催の表彰式を町生涯学習センター・ホールで９月29
日（火）に行う予定です。

【お問い合わせ先】
　町総務課　☎096-234-1140

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
０
１
３

６
月
は
「
食
育
月
間
」
で
す
！

　
「
食
」
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
う

え
で
欠
か
せ
な
い
命
の
源
で
す
。

　

県
で
は
、
県
民
の
皆
さ
ん
が
人
生

１
０
０
年
時
代
を
健
康
で
心
豊
か
に
生
き

る
た
め
、
長
寿
を
楽
し
む
た
め
の
健
康
食

生
活
の
実
現
に
向
け
て
、
食
育
の
取
り
組

み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
食
を
楽
し
む
こ
と
の
大

切
さ
や
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
、
災
害
時

へ
の
備
え
な
ど
、
家
族
や
身
近
な
人
と

「
食
」
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
健
康
づ
く
り
推
進
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
５
２

・
開
所
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
�

上
益
城
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
こ
か
げ

　
☎
０
９
６
‐
２
０
１
‐
６
５
１
７

仕
事
に
関
す
る
相
談
は

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
上
益
城
ブ
ラ
ン
チ
へ

　
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
上
益
城
ブ
ラ
ン
チ
で

は
、
仕
事
に
関
す
る
相
談
（
求
人
票
選
び

の
お
手
伝
い
、
適
性
診
断
、
応
募
書
類
の

添
削
、
面
接
練
習
や
面
接
対
策
な
ど
）
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
利
用
料
無
料
で
予

約
制
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

　
再
就
職
を
希
望
す
る
方
、
就
職
氷
河
期

世
代
の
方
、
若
年
者
の
方
（
学
生
含
む
）

※
雇
用
保
険
受
給
中
の
相
談
の
方
は
、
求

　
職
活
動
に
な
り
ま
す
（
利
用
証
明
書
を

　
発
行
し
ま
す
）。

▼
相
談
日
時

　
平
日
午
前
10
時
～
午
後
５
時
（
土
日
祝

日
、
年
末
年
始
は
休
み
）

▼
場
所

　
上
益
城
地
域
振
興
局
２
階

　
（
御
船
町
辺
田
見
３
９
６
番
地
１
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
上
益
城
ブ
ラ
ン
チ

　
（
熊
本
県
地
域
無
料
就
労
相
談
窓
口
）

19 広報 こうさ 2026.6



お
知
ら
せ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
せ
ま
す

　　
町
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
利
便
性
向

上
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

を
目
的
と
し
て
、
現
在
リ
サ
イ
ク
ル
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
で
収
集
し
て
い
る
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
を
、
７
月
か
ら
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
で
収
集
し
ま
す
（
７・
８
月
は
、

リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す
こ
と

も
で
き
ま
す
）。

　
詳
し
く
は
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、

ま
た
は
６
月
中
旬
に
配
布
し
ま
す
チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
環
境
衛
生
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
９

　
町
商
工
会
で
は
、
事
業
継
承
個
別
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

　
後
継
者
が
い
な
い
、
事
業
継
承
に
つ
い

て
何
か
ら
始
め
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
と

い
っ
た
事
業
者
の
悩
み
に
応
じ
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

　
①
６
月
24
日
（
水
）
②
７
月
23
日
（
木
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
正
午
～
午
後
１
時
は
除
き
ま
す
。

※
相
談
時
間
は
１
コ
マ
90
分

▼
場
所

　
甲
佐
町
商
工
会

▼
相
談
内
容
（
例
）

　
親
族
内
継
承
、
後
継
者
不
在
の
相
談
、

第
三
者
継
承
、
事
業
継
承
計
画
の
作
成
、

株
式
・
資
産
継
承
、
廃
業
を
含
め
た
今
後

の
方
向
性
、
補
助
金
・
支
援
制
度
の
活
用

な
ど

▼
参
加
費

　
無
料

▼
申
し
込
み

　
事
前
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
商
工
会

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
０
２
７
２

　　
厚
生
労
働
省
で
は
、
本
年
７
月
31
日
現

在
で
、
常
用
労
働
者
を
１
～
４
人
雇
用
し

て
い
る
事
業
所
を
対
象
に
、
毎
月
勤
労
統

計
調
査
特
別
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
小
規
模
事
業
所
に
お

け
る
雇
用
、
給
与
お
よ
び
労
働
時
間
の
実

態
に
つ
い
て
全
国
お
よ
び
都
道
府
県
別
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
さ

れ
、
調
査
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
、
７

～
９
月
に
か
け
て
都
道
府
県
の
統
計
調
査

員
が
訪
問
調
査
し
ま
す
。

調
査
票
に
書
か
れ
た
内
容
は
、「
統
計

法
」
に
よ
り
厳
し
く
守
秘
義
務
が
課
せ
ら

れ
、
ま
た
、
統
計
以
外
の
目
的
に
用
い
る

こ
と
も
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
調
査

の
重
要
性
を
ご
理
解
い
た
だ
き
回
答
に
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
企
画
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
５

募
集

令
和
９
年
採
用
海
上
保
安
庁
職
員

　
海
上
保
安
庁
で
は
、
海
上
保
安
学
校
学

生
、
海
上
保
安
大
学
校
学
生
の
令
和
９
年

４
月
採
用
の
試
験
を
行
い
ま
す
。

●
海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験

▼
受
付
期
間

　
７
月
10
日
（
金
）
～
23
日
（
木
）

▼
試
験
日
（
第
１
次
試
験
）

　
９
月
27
日
（
日
）

●
海
上
保
安
大
学
校
学
生
採
用
試
験

▼
受
付
期
間

　
８
月
20
日
（
木
）
～
９
月
７
日
（
月
）

▼
試
験
日
（
第
１
次
試
験
）

　
10
月
24
日
（
土
）・
25
日
（
日
）

※
い
ず
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
受
付

　
詳
し
く
は
海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
第
十
管
区
海
上
保
安
本
部
総
務
部
人
事
課

　
☎
０
９
９
‐
２
５
０
‐
９
８
０
０

統
計
調
査
に
従
事
す
る

登

録

調

査

員

　

町
で
は
、
国
や
県
が
実
施
す
る
各
種

統
計
調
査
に
調
査
員
と
し
て
従
事
す
る

人
（
登
録
調
査
員
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

統
計
調
査
員
は
、
定
め
ら
れ
た
調
査

期
間
の
中
で
、
１
日
の
う
ち
数
時
間
を

調
査
活
動
に
充
て
る
な
ど
自
分
で
計
画

し
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
仕
事
で
す
。

　

調
査
員
と
し
て
従
事
し
た
際
は
、
報

酬
も
支
払
わ
れ
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方

は
ぜ
ひ
一
度
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
資
格

・
町
内
に
居
住
す
る
満
20
歳
以
上
の
人

・
調
査
員
と
し
て
の
能
力
を
有
し
、
熱

意
を
も
っ
て
調
査
に
当
た
る
こ
と
が
で

き
る
人

・
暴
力
団
員
そ
の
他
、
反
社
会
勢
力
に

該
当
し
な
い
人

・
選
挙
関
係
者
や
税
務
、
警
察
に
直
接

関
係
の
な
い
人

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
企
画
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
５

町

商

工

会

主

催

の

事
業
継
承
個
別
相
談
会

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査

回
答
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
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くらしの情報

本町代表として出場する選手を募集しています！
　郡民スポーツ大会は、郡民へのスポーツの普及
や健康増進などを図るために毎年開催される大会
です。
　本年も下記のとおり開催しますので、町教育委
員会では、各種目に出場する方を募集しています。
●開催日
　７月５日（日）・11日（土）・12日（日）
●開催場所
　御船町を主会場とする上益城郡内
●競技種目

【陸上競技（トラック部門）】
　100㍍、200㍍、400㍍、1500㍍、3000㍍、
5000㍍

【陸上競技（フィールド部門）】
　走り幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、走高跳

【その他種目】
　水泳、軟式野球、卓球、バドミントン、バレー
ボール、バスケットボール、サッカー、ゲートボー

ル、グラウンドゴルフ、柔道、剣道、空手道、弓道、
銃剣道、相撲　ほか
●参加申し込み
　期限までに町教育委員会社会教育課にお申し込
みください。
●申し込み期限
　６月19日（金）
※�種目により、年齢制限などがありますので、詳
しくは町公式ウェブサイトをご覧になるか、お
問い合わせください。

※�出場人数には限りがあるため、希望種目に出場
できない場合もあります。あらかじめご了承く
ださい。

※一部の種目は事前開催されます。

▼お申し込み・お問い合わせ先
　町教育委員会社会教育課
　☎096-234-2447

障
が
い
が
あ
る
人
が
対
象
の

職

業

訓

練

受

講

生

　
熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
校
で
は
、
障

が
い
の
あ
る
人
を
対
象
と
し
た
職
業
訓
練

の
受
講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
校
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
講
対
象

　
身
体
（
視
覚
・
上
肢
・
下
肢
・
内
部
）、

精
神
、
発
達
、
難
病
、
高
次
脳
機
能
の
障

が
い
の
あ
る
人

※�

訓
練
科
に
よ
っ
て
受
講
対
象
が
異
な
り

ま
す
。

▼
訓
練
科

　
就
職
に
必
要
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
や
事
務

職
の
知
識
等
、
在
職
者
訓
練
コ
ー
ス
等
の

８
訓
練
科

▼
訓
練
期
間

　
３
か
月

※�

訓
練
時
期
は
、
訓
練
科
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

▼
経
費

　
受
講
料
は
無
料
（
教
材
代
等
は
必
要
）

▼
訓
練
場
所

　
県
内
の
委
託
事
務
所

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

・
熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
６
‐
２
９
７
‐
９
９
１
５

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
上
益
城

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
０
０
７
７

く
ら
し
安
全

６
月
９
日
は
ロ
ッ
ク
の
日

カ
ギ
か
け
を
忘
れ
ず
に
！

　　
カ
ギ
を
か
け
る
こ
と
で
防
げ
る
被
害
が

あ
り
ま
す
。
家
の
玄
関
や
窓
、
自
動
車
、

自
転
車
の
カ
ギ
か
け
を
心
が
け
る
な
ど
一

人
ひ
と
り
が
防
犯
意
識
を
高
め
、
犯
罪
被

害
を
未
然
に
防
止
し
ま
し
ょ
う
！

▼
住
宅
で
の
カ
ギ
か
け
習
慣

・
在
宅
時
・
不
在
時
を
問
わ
ず
、
カ
ギ
を

か
け
ま
し
ょ
う

・
簡
単
に
は
侵
入
で
き
な
い
よ
う
に
、
ワ

ン
ド
ア
ツ
ー
ロ
ッ
ク
や
防
犯
ガ
ラ
ス
な
ど

の
対
策
を
と
り
ま
し
ょ
う

▼
自
動
車
で
の
カ
ギ
か
け
習
慣

・
車
を
離
れ
る
時
は
、
短
時
間
で
も
窓
を

閉
め
て
必
ず
ド
ア
ロ
ッ
ク
を
し
ま
し
ょ
う

・
貴
重
品
や
バ
ッ
グ
を
車
の
中
に
置
い
た

ま
ま
に
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

▼
自
転
車
で
の
カ
ギ
か
け
習
慣

・
ワ
イ
ヤ
ー
錠
な
ど
を
併
用
し
、
二
重

ロ
ッ
ク
を
し
ま
し
ょ
う

・
防
犯
登
録
を
し
ま
し
ょ
う

・
自
宅
や
学
校
の
敷
地
内
で
も
、
必
ず
カ

ギ
を
か
け
ま
し
ょ
う

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

第76回上益城郡民スポーツ大会
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